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令和７年９月３０日 

令和７年第４回岡谷市議会定例会 

決算特別委員長報告（企業会計） 

 

 ５番 小 松  壮 です。 

 

 今定例会における９月２日の本会議において、審査付託されました

３企業会計の決算関係議案について、去る９月２２日、２４日の  

２日間にわたり、現地視察も含め慎重に審査を行いましたので、その

経過及び結果についてご報告いたします。 

 なお、委員長報告資料につきましては、各会計の決算特別委員会 

資料集を参照いただき、計数等につきましては、決算書及び決算審査

意見書等に示されておりますので省略して、審査の主な項目について

ご報告申し上げます。 

 なお、３企業会計にわたる委員会の要望につきましては、当局に 

おいて真剣な検討をされるようお願い申し上げます。 

 

 それでは、議案第６７号「令和６年度岡谷市水道事業会計の決算 

認定について」ご報告いたします。 

 

 まず、経営状況について 

 令和６年度は、収益的収入では主に給水収益が６３９万円の減と 

なった一方で、収益的支出では動力費や再構築事業に関する固定資産

除却費が増となるなど、費用全体で５，９２６万円の増となったため、

純利益は前年度に比べ６，５６５万円減の２４万４千円となった。 

 経営状況を総体的に見ると、人口減少が続くなか収益が減となると

ともに、再構築事業に関する固定資産除却費の増加に加え、エネルギ

ー価格や物価高騰などの影響を受け費用が増大しており、健全経営を

継続するにあたり、非常に厳しい財政運営となった。とのことであり

ます。 

 なお、固定資産除却費については、水道施設の再構築事業として 

施工した「河原口水源ポンプ場築造工事」において、旧河原口水源に

関する資産として、約３千万円の固定資産を除却したため増となった

ものである。とのことであります。 

 経常収支比率については、１００．１％であり、単年度収支が黒字

であることを示す１００％を辛うじて超えているが、健全経営を継続

するにあたり、現行の料金水準では非常に厳しい財政運営を強いられ

るものと考えている。とのことであります。 
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 料金回収率について、資料№１を参照してください。前年度比９％

の減となった主な要因は、１立方メートルあたりの水道水を供給する 

ことで得られる収入を表す「供給単価」の増減は大きくなかったが、

物価高騰などの影響を受け、１立方メートルあたりの水道水を作る 

ために必要な費用を表す「給水原価」が前年度に比べ１３．９円増加

したことから、給水原価が供給単価を上回り、料金回収率が減少した

ものであり、料金回収率が１００％を下回ったことにより、給水に係

る費用を給水収益で賄えていない状況となった。令和７年度は、水道

料金の見直しを行う年であるため、水道施設の耐震化や老朽管の更新

を着実に進め、次世代に負担を先送りしないよう、必要な経費を確保

できる適正な料金水準について検討を深めたい。とのことであります。 

 物価高騰による経営への影響については、資材価格や労務単価、 

エネルギー価格等の高騰により、修繕費や動力費が年々増加傾向と 

なっており、事業運営に大きな影響を及ぼしている。そのため、工事

を発注する際の材料単価等の決定にあたっては、県の実施設計単価や

物価資料に基づき決定しており、価格を抑制しながら適正な価格で 

施工できるよう努めている。また、動力費の削減では、水道施設にお

いてポンプの回転を制御するインバーター方式の採用や安価な電力

供給会社と契約するなど、経費削減に努めている。とのことであり 

ます。 

 動力費について、資料№３を参照してください。動力費が増加傾向

になっている要因としては、令和３年度までは７千万円から８千万円

前後で推移していたが、ロシアのウクライナ侵攻など世界情勢の  

大きな変化によりエネルギー価格が上昇し、令和４年度以降１億円を

超える状況となっている。令和６年度は、重要給水施設が点在し、  

人口が集中する旧市内及び長地地区における再構築事業の大型工事

が竣工したことで、給水人口の６０％へ送水ができる環境が整ったが、

事業を進める中で、新施設と廃止する施設を一時的に同時稼働させた

ことから、電力使用量が増えたものである。令和７年度は、これまで

進めてきた再構築事業の効果を検証し、施設のダウンサイジングや 

統廃合を進める計画であるため、将来的に動力費は削減できるものと

見込んでいる。とのことであります。 

 

 次に、水道料金・収納状況について 

 資料№４を参照してください。令和６年度の現年分の収納率は、 

令和７年５月３１日現在で９９．７％であり、高水準の収納率を維持

している。収納率向上の取り組みとして、通知による督促や催告の 

送付をはじめ、専門業務員２名を中心に日々電話催告や戸別訪問を 
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行い、早期納付を促しており、事情によって一括納付が困難な場合に

も、滞納理由など聞き取る中で納付方法について相談をしながら、

個々の事情に応じた支払い計画や分割納付の誓約をいただき、確実な

納付につなげ滞納にならないよう努めたほか、２月には滞納整理月間

を設けて、水道課全体での取り組みも行った。 

 また、入金や連絡の取れない一部の滞納者については、やむを得ず

給水停止の執行になるが、その後においても定期的な訪問や電話連絡

等を行うなど、きめ細かい対応をしている。とのことであります。 

 

 次に、給配水量・有収率について 

 資料№５及び資料№６を参照してください。 

 令和６年度の有収率は７７．４％と前年度と比べ０．１ポイント 

上昇しており、漏水対策などを地道に行っていることが功を奏したと

考えている。令和６年度は、委託業務による漏水調査と随時調査に 

より、合計１４０か所の対応を行った。 

 また、人工衛星を使った漏水調査について、近隣自治体と合同で 

民間業者から説明を受けたが、費用が高額であったことから、見送っ

た経過がある。しかし、技術の進歩が速い調査手法でもあり、衛星デ

ータの取得解析の費用は広範囲になればスケールメリットが期待さ

れることから、引き続き導入した先進自治体の状況を確認するととも

に、近隣市町村との連携を深め研究していく。とのことでありました。 

 

 次に、資本的収入について 

 令和６年度の企業債の借り入れは、水道事業経営戦略の財政計画 

より約１億円の増となったが、再構築事業に関連する大型工事のため

の借り入れが主なものであり、令和５年度から繰越しとなった工事が

あったこと、また、資材価格等の高騰や工事内容の見直しにより工事

費が増加したことから、企業債の借入額も増加したものである。との

ことでありました。 

 

 次に、改良工事について 

 老朽管については、令和６年度末現在、全管路延長の５．８％と前

年度に比べ３．９％改善された。これは、水道事業基本計画による  

管路の更新と経年劣化管の除却を行った結果、耐用年数４０年を経過

した昭和５９年に布設された管路延長より更新管と除却管の延長が

上回ったことにより改善された。今後は、下水道の普及と同時に布設

替えをした昭和６０年代の管路が、耐用年数を迎えるため増加してい

く見込みである。とのことでありました。 
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 また、令和６年度末で老朽鋳鉄管の残存延長は約９６０ｍあり、 

今後は、国道や県道に布設されている老朽鋳鉄管を優先的に更新して

いく予定である。 

 なお、水道管耐震化工事は、岡谷市地域防災計画において、重要と

位置づけられている施設までの管路の耐震化を優先的に行っており、

令和６年度末の水道本管総延長約３５４ｋｍのうち、耐震管は約７５

ｋｍで、耐震化率は２１．３％となっている。今後も計画的に耐震化

率を高めてまいりたい。とのことでありました。 

 

 次に、その他として 

 広域化については、諏訪圏域では、薬剤の共同購入や管理について

優先的に検討するほか、市町村共同の水道連結管等の災害時に備えた

支援の共同体制の構築などが検討項目とされている。令和６年度は、

薬剤の共同購入に係る仕様書案に基づき、購入先事業者から見積りを

徴取し、共同購入の有効性を検討した結果、６市町村では同じ薬剤 

でも薬剤の品質や、納入方法に違いがあり、調達費が上がる市町村、

下がる市町村が出てしまうことから、共同購入は難しいとの判断に 

至った。とのことでありました。 

 

 また、民間委託の状況等について、国土交通省から人工衛星やＡＩ

を活用した漏水調査、ドローンを活用したインフラの調査・点検、ス

マートメーターの導入、上下水道事業のＤＸ推進、ウォーターＰＰＰ

など、民間企業の取り組みや先進地の導入事例などが紹介されたこと

から、このような国の動向などを注視しながら検討を進めたい。との

ことでありました。 

 

 以上が審査の主な点であります。 

 

 委員会としての要望でありますが、 

 

１ 動力費をはじめ物価の高騰により費用が増大しているが、日頃の

経営努力により毎年純利益を確保されていることは評価する。一方、

人口減少や節水機器の普及などに伴う水需要の低迷、さらには施設

の老朽化への対応等による費用の増大といった傾向が続くことが

推測されることから、引き続き岡谷市水道事業経営戦略に基づき、

効率的かつ合理的な事業運営に努められたい。  

  また、水道料金の見直しにあたっては、あらゆる状況を見極め、

長期的な視点に立って、慎重に検討されたい。  
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２ 有収率は直接水道事業の経営に影響するものであることから、引

き続き適正な実態把握を行うとともに、きめ細かな漏水調査の実施

による  漏水箇所の早期発見と迅速な修繕の対応に努め、更なる有

収率の向上を図られたい。  

 

３ 岡谷市水道事業基本計画に基づき、計画的に施設整備が行われて

いることは評価するものである。引き続き、安全・安心でおいしい

水の安定供給のため、水質管理に万全を期すとともに、施設の適正

な維持管理や計画的な更新、耐震化を推進し、危機管理体制の一層

の強化に努められたい。  

 

 以上、３点について要望いたしました。 

 

 次に、討論の主な点について報告いたします。 

 

 人口減少や節水機器の普及などにより水需要が減少する一方で、 

エネルギー価格や物価高騰による厳しい経営状況が続く中、水道施設

の再構築事業を計画的に進められたことは、職員の日頃の努力の結果

であり、高く評価するとともに敬意を表する。 

 引き続き、水道事業経営戦略に基づいた着実な事業の推進により、

安全で安心な水の安定供給を維持するとともに、収益性の確保と有収

率の向上に努められることなどを要望し、本議案に賛成する、との意

見がありました。 

 

 以上、審査の結果、認定すべきものと決定いたしました。 
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 次に、「議案第６８号 令和６年度岡谷市下水道事業会計の決算認

定について」ご報告いたします。 

 

 まず、経営状況について 

 令和６年度は、収益的収入では主に下水道使用料の減少により、 

前年度に比べ９８７万円の減となった。この影響により、経費回収率

は７７．９％となり、前年度と比べ０.６ポイントの減少となった。 

 一方、収益的支出においては、減価償却費が７７４万円増加した 

ものの、流域下水道維持管理負担金が８９３万円減少したことなどに

より、１億２，６１８万円の純利益を計上することができた。 

 また、資本的支出においては、下水道総合地震対策事業や下水道 

ストックマネジメント事業など、計画的な施設整備を着実に推進した。 

 これらを踏まえ、今年度は利益を確保しつつ、留保資金を蓄え、  

施設更新に充てるなど、資金の円滑な循環を実現し、バランスの取れ

た安定的な経営が行えたものと総括している。とのことでありました。 

 

 次に、下水道使用料・汚水量について 

 令和６年度の汚水量は、５２５万９千立方メートルとなり、前年度

に比べ８万１千立方メートルの減であった。人口減少や節水機器の 

普及、さらには物価高騰に伴う節水の取り組み等により、汚水量は 

減少となった。また、この汚水量の減少に伴い、下水道使用料も減少

する結果となった。とのことでありました。 

 

 次に、企業債について 

 令和６年度の未償還残高は５８億８３１万円で、前年度より５億 

１，２００万円減少しており、償還に対する負担は年々軽減している。

一方、令和６年度の貸付利率は２.２％と上昇傾向であることから、

今後も毎月改定される貸付金利の動向を注視しつつ、企業債の充当率

については慎重に判断したい。 

 また、資本費平準化債は、元金償還期限と下水道施設の減価償却期

間が異なることから生じる資金不足を補う制度である。令和６年度に

借換えを行った資本費平準化債は、平成２６年度に借入れたもので 

あり、当初より１０年後に借換える条件で借入れ、今後、１０年間で

返済するものである。とのことでありました。 

 

 次に、下水道整備状況について 

 令和６年度末における、下水道普及率は９９．７％、水洗化率は  
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９８．４％となり、未接続家屋の下水道接続等により０．１ポイント

増となった。 

 さらに、未整備地区において民間の宅地造成に合わせた下水道管の

布設や、諏訪湖スマートインターチェンジや長野自動車道の高架橋工

事等に関連する下水道管の付け替え工事等により、管路延長が大幅に

増加した。 

 また、未接続家屋については、３年に１度調査を実施し、早期接続

に繋げるため、未接続解消に取り組んでいる。とのことでありました。 

 

 次に、改良工事について 

 下水道総合地震対策事業、下水道ストックマネジメント事業、  

雨水渠整備事業について、 

 まず、下水道総合地震対策事業では、「下水道総合地震対策計画」

に基づき、避難所、医療機関等、各施設から排水を受ける下水道管路

の耐震化を図り、防災拠点や避難所にマンホールトイレの確保を図っ

ている。令和６年度末時点では、「下水道総合地震対策計画」で耐震

化を予定している管路２６．４ｋｍのうち、耐震化が２２．７ｋｍ  

完了し、進捗率は８６％となった。令和６年度は小井川小学校にマン

ホールトイレ８基を設置した。とのことでありました。 

 下水道ストックマネジメント事業は、市内全域の下水道施設を対象

とし、管口カメラによる点検とテレビカメラ調査により、異常が確認

された施設の修繕、改築を図るものである。調査の結果、破損や亀裂

などが発見され緊急度が高いと判断された箇所については、下水道の

管路内に新たな管路を構築する管更生工事を行い、令和６年度は  

３４０．５ｍの管更生工事を実施し、下水道施設の長寿命化を図る 

ことができた。 

 また、埼玉県八潮市の道路陥没事故を受け、直径８００ｍｍ以上の

大きな幹線管路、約８ｋｍについて目視点検を実施したが、道路陥没

に繋がる異常はなかった。 

 今後も定期的な点検調査を実施し、改築修繕工事や耐震化工事を 

実施することにより、陥没事故が発生しないよう努めたい。とのこと

でありました。 

 

 雨水渠整備事業は、雨水による浸水被害を解消するため、雨水渠の

管路を整備する事業で、令和６年度は「岡谷市雨水管理総合計画」を

策定するとともに、小井川幹線下流側の測量設計を行った。とのこと

でありました。 
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 次に、流域下水道について 

 諏訪湖流域下水道維持管理負担金は、維持管理費の状況に合わせて

設定されており、３年に一度見直しがされる。令和４年度からは  

１立方当たり６４円となったが、原油価格の上昇に伴う電気料金の 

高騰を受けて、単価の見直しがされ、令和５年度と令和６年度は７９

円となった。とのことでありました。 

 また、諏訪湖流域下水道建設費負担金については 

 諏訪湖流域下水道の終末処理場や、幹線管渠等の整備費用負担に 

ついては、国、県、諏訪６市町村と立科町の７市町村で負担するもの

である。 

 また、令和６年度における整備費に占める本市の支出した負担金の

割合は約１２％となっている。とのことでありました。 

 

 以上が審査の主な点であります。 

 

 委員会としての要望でありますが、 

 

１ 今後も経営環境は、人口減少などに伴う汚水量の減少や施設の 

更新等に係る維持管理費等の増大に加え、物価の高騰により、厳し

い状況が続くことが予測されることから、引き続き岡谷市下水道 

事業経営戦略により、さらなる健全経営に努められたい。また、  

未整備地区、未接続世帯の解消に向けては、引き続きの取り組みを

お願いするが、未接続世帯については、個々の事情を踏まえた丁寧

な対応に意を配されたい。 

 

２ 近年頻発化する自然災害等に鑑み、引き続き計画的な施設の耐震

化や長寿命化対策、雨水渠の整備を推進するなど、有事の際の危機

管理体制の一層の強化に努められたい。 

 

 以上、２点について要望いたしました。 

 

 次に、討論の主な点について報告いたします。 

 

 人口減少の影響による厳しい経営環境が続く中、市民の生活を守る

ため、下水道総合地震対策事業、下水道ストックマネジメント事業、

雨水渠整備事業を計画的に実施されていることは高く評価できる。 

また、経費削減や収納率向上に努めた結果、健全な経営を維持されて

いる職員の努力にも感謝する。 
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 今後も、施設の更新等に伴う建設改良費の増加や、人口減少による

汚水量の減少など、厳しい経営環境が続くことが見込まれ、このよう

な状況においても、下水道事業が持続可能な形で運営されるよう努め

ていただきたい。 

 あわせて、人材の育成と、専門的な知識や技術の継承を進めると 

ともに、下水道事業経営戦略に基づく事業の効率化を図り、より一層

の健全な経営が推進されることを要望し、本決算の認定に賛成する、

との意見がありました。 

 

 以上、審査の結果、認定すべきものと決定いたしました。 
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 次に、「議案第６９号 令和６年度岡谷市病院事業会計の決算認定

について」ご報告いたします。 

 

 まず、総括について 

 令和６年度は、全国の病院経営は非常に厳しい結果となっており、

自治体病院の８６％が赤字、２００床以上４００床未満の規模では、

実に９５％の病院が赤字となっている現状のとおり、岡谷市民病院に

おいても３億円の損失計上となったことは、非常に悔しく、厳しい結

果となったと捉えている。 

 このような状況において当院の令和６年度は医師２名の増を果た

すとともに、県内でも先駆けて地域包括医療病棟への転換を実施した

ことや、手術支援ロボット導入への道筋をつけたことなど、医療体制、

病院機能の維持・充実に一定の成果を上げることができたものと評価

している。とのことでありました。 

 新型コロナウイルス感染症にかかる病床確保料については、当院 

では、感染症指定医療機関として新型コロナウイルス感染症の５類 

移行後も感染症患者の受入など感染症対策も継続していることから、

令和６年度を以って、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の

特例措置が終了することは、大きな収入の減少となるため、病院経営

を圧迫するひとつの要因となっている。とのことでありました。 

 経常収支比率については、令和６年度決算において、収益が   

７，１００万円ほど昨年度を上回ったものの、費用において、人事院

勧告など人件費の増、物価高騰などに伴う材料費、経費の増が約３億

円となり、収益の増加額以上に増えたことにより、損失計上となった

ため１００％を下回った。このことは、「診療報酬の構造的な問題が」

大きく影響しており、今後については、現在の機能・医療体制を維持

するため、病院として収益の確保と経費の削減に最大限努力するとと

もに、開設者である市と協議しながら病院運営を進める。とのことで

ありました。 

 地域包括医療病棟につきましては、令和６年度の診療報酬改定で新

設されたことを受け、岡谷市民病院では、高齢者に効果的、効率的に

医療するため、急性期病棟の一部を再編するなど、病院機能の維持、

充実に努めた。この取り組みは、急性期からリハビリ・栄養管理が効

率的に進められる病棟であることから、「多機能」をより充実させる

という点で、今後の方針・方向性に沿うものとして評価しており、  

国や県が進める地域医療構想の取り組みにおいても、急性期から回復

期への転換という点で、先駆的かつ模範的な対応と認識している。 

地域包括医療病棟の看護師の配置基準については、１０対１ではある
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が、高齢者医療が多様化していることに加え、より手厚い医療を提供

するため、７対１を踏襲していることから看護師の負担増もなく、 

診療単価があがり収益も増えている。とのことでありました。 

 病院会計資料集の資料№２を参照してください。令和６年度末の 

未処理欠損金の額は、２３億５，８５７万円で、平成２７年度に計上

した新病院建設や、令和２年度まで計画的に行ってきた旧健康保険 

岡谷塩嶺病院施設の固定資産の除却などによるもので、令和元年度を

ピークに減少したものの、ここ２年間は損失計上となったため増加 

傾向にある。とのことでありました。 

 

 次に、医業収益及び医業外収益について 

 病院会計資料集の資料№３を参照してください。 

 まず、病院事業の予算は、患者数などの業務の予定量を見込み編成

する。入院収益は、コロナ禍前の状況である平成３０年度の実績を 

踏まえ、１日あたり２３６人、病床利用率８０．０％を目標に編成し

たが、入院の実患者数は、前年度に比べて８０人多い、６，５３７人

となったものの、診療報酬の改定により急性期病棟などの平均在院日

数が１８日から１６日に短縮されたことが影響し、入院延患者数は 

減少したと分析している。  

 一方、入院の診療単価は予算において目標とした４４，５０４円を

６５２円上回る４５，１５６円となったことから、前年度を約   

２，９００万円上回る入院収益を確保したものの、延べ患者数の減に

よる影響を受け、予算に対しては減となった。  

 診療科別の入院患者数は、整形外科においては大腿骨骨折患者の 

増などにより、前年度比１，５９３人の増となった一方で、内科に  

おいて心不全患者や脳梗塞患者の減少により、前年度比２，４６１人

の減と大きく減少した。  

 外来収益の決算額が予算額を下回った要因は、目標外来患者数を１

日あたり６７２人、年間１６３，２７６人で見込んだが１０，３２１

人減となった。減となった内容を国保患者で見ると、他病院において

も外来の患者については減少傾向であることから、受診意欲の低下も

外来患者の減少の１つの要因と考えている。  

 外来患者数は、内科において虚血性慢性疾患患者などの減少により、

２，０６４人の減、小児科ではウイルス性患者の減少などにより、  

１，２２８人減少している。とのことでありました。  
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 また、病床利用率について 

 令和６年度の病床利用率は７７ .１％で、前年度の７８ .０％を  

０.９ポイント下回りました。診療報酬の改定により急性期病棟など

の平均在院日数が１８日から１６日に短縮されたことが影響し、入院

延患者数が減少したことが原因と捉えている。  

 また、急性期病棟から改編した地域包括医療病棟の病床利用率は 

７７.０％と、上半期より２.４ポイントの増となっているが、地域 

包括医療病棟に変換した本来の目的は高齢者の多様化するニーズに

応えるものであり、その結果として利用率が上がったことは回復期 

医療への誘導が目的どおり進められていると捉えている。 

 今後も、多機能を生かした診療体制を維持しながら、患者確保と 

病床利用率の向上に取り組んでいきたい。とのことでありました。 

 

 令和６年度の人間ドックの利用者数は１，５３８人で、前年度より

５７人増加した。また、デジタル田園都市国家構想交付金を活用し、

Ｗｅｂ予約システムを導入した。今後はこのシステムを通じて予約す

る受診者の増加にも取り組んでいきたい。とのことでありました。 

 

 また、繰入金について 

 病院会計資料集の資料№４を参照してください。 

 令和６年度の他会計繰入金は１０億３，７５０万円で、前年度比で 

２億６，６２２万円の増加となっている。 

 賃上げや物価高騰の影響に加え、病院経営に対する追加支援が行わ

れた。とのことでありました。 

 

 次に、費用全般について 

 費用全般については、給与費・材料費・経費が増加しており、給与

費は４４億６,３４２万円で、前年度比約１億６,７００万円の増と 

なり、その主な要因は人事院勧告によるものである。 

 材料費は１１億５,４１７万円、５,３１０万円の増加であり、腫瘍

内科外来の開設による抗がん剤使用量の増加や、新型コロナ感染症 

治療薬の投与が主な要因となっている。 

 経費についても、光熱水費や賃上げに伴う委託料の増加となった。 

 また、建物減価償却費には、病院本体、看護師宿舎、検診車車庫棟

な ど 、 全 て の 建 物 が 含 ま れ て お り 、 病 院 建 設 時 に 借 入 し た     

６４億２,５９０万円の起債については、償還年数３０年、据え置き

期間５年の条件のもと、令和６年度までに約１２億円を返済しており、

計画的に償還を進めている。とのことでありました。 
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 次に、建設改良費について 

 決算書７３．７４ページを参照してください。 

 令和６年度に３１品目の機械備品を購入しており、そのうち更新 

した生理検査システムは、心電図や尿検査、超音波検査などの生理 

検査に関するデータを電子カルテや医事会計システムと検査機器 

の間で一元的に管理・運用しているシステムであり、新たに生理検査

状況のモニタ表示が加わり、患者の検査状況等把握できるようになり

効率的な検査の実施に繋がっている。とのことでありました。 

 

 また、訪問看護事業について 

 令和６年度の登録件数が１５４件で前年度比１７件の増となり、 

連日訪問が必要な医療依存度の高い利用者や重症の利用者が増加 

したことによるものである。 

 また、年１回アンケートを実施し、利用者の声を取り入れながら、

満足度の向上に努めている。とのことでありました。 

 

 次に、診療体制について 

 特に医師の確保が重要課題であり、関連大学への要望活動をはじめ、

長野県ドクターバンクへの登録やホームページによる募集など、幅広

く医師の確保に取り組んだ。 

 取り組みの成果として、整形外科において常勤医師１名を確保し、

さらに新たに訪問診療を担う常勤医師１名を採用することができ、 

常勤医師４１名、非常勤医師８名の職員体制となった。 

 また、医師が一人体制の診療科については、緊急時には、信州大学

や近隣病院から応援を受けるなど、診療に支障が生じることがない 

よう対応している。とのことでありました。 

 また、看護師についても、インターンシップや病院見学の受入れに

より、幅広い取り組みを行ったことにより、必要な人員を確保する 

ことができた。とのことでありました。 

 

 また、救急医療の対応について 

 救急医療の時間外診療を含めた件数としましては、５，７８２件で

あり、前年度比４１９件の減となった。 

 夜間休日の救急外来の職員体制は、医師１人、看護師２人、薬剤師

１人、検査技師１人、放射線技師１人の計６人で対応している。との

ことでありました。 
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 次に、地域医療連携について 

 地域の医療機関との連携の取り組みとして、令和６年度は、岡谷市、

下諏訪町を中心として４９件の医療機関への訪問を行った。また、 

新たな取り組みとして、歯科診療所への訪問を積極的に行ったことに

より、歯科口腔外科への紹介件数は前年度と比較し２１．６％増加、

医科への紹介も５％の増加となり、訪問の成果につながった。との 

ことでありました。 

 

 以上が審査の主な点であります。 

 

 委員会としての要望でありますが、 

 

１ 感染症指定医療機関として感染症患者の受け入れを継続しなが

ら通常診療を行うなど、全職員が一丸となった取り組みは大変評価

するものである。一方で新型コロナウイルス感染症に関する診療報

酬上の特別措置や補助金の終了、賃上げに加え、物価高騰による関

係経費の増加などで純損失を計上するなど、経営環境は今後も厳し

い状況が続くことが考えられるため、今後も国の動向や経済情勢に

注視し安定した病院経営に努められたい。 

 

２ 人材育成においては、「基幹型臨床研修病院」として初期研修医

２名を採用したほか、実習生の受入れをすることは、今後の人材確

保という点からも大変評価するものである。引き続き、職員の健康

管理に意を配すとともに、関係機関等との連携を深め、医師･看護

師の確保を図るなど、さらなる診療体制の強化に努められたい。 

 

３ 地域の中核病院として、医師会及び地域の医療機関や施設などと

緊密に連携し、各医療機関等の持つ特徴や役割を十分に生かした、

地域医療連携の推進を図り、市民が安心できる医療、福祉環境の 

構築など、さらなる市民福祉の向上に努められたい。 

以上３点について要望いたしました。 

 

 次に討論の主な点についてご報告いたします。 

 

 令和６年度は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の特例

措置が終了する一方で、診療報酬改定や物価・人件費の高騰など、  

きわめて厳しい状況でありました。 

 そうした中にあっても、感染症指定医療機関としての体制を維持 
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するとともに、地域包括医療病棟を再編などにより、多機能病院と 

しての維持、強化が図られた。 

 このように厳しい環境の中で経営を支えられた病院事業管理者、 

病院長はじめ、医師、看護師、職員の皆様のご努力に対し、敬意と  

感謝を表するものである。 

 今後も物価や人件費の上昇により厳しい経営が続くことが予想 

されるが、患者の立場に立った医療を提供しつつ、患者確保や収益 

改善に努め、安定した経営を目指していただきたい。 

 あわせて、地域医療機関との連携をさらに深め、市民から愛され 

信頼される病院となるよう、一層の取り組みを要望し、本議案に賛成

する。との意見がありました。 

 

 以上、審査の結果、認定すべきものと決定いたしました。 

 報告は以上であります。 

 


